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第１章 研究の背景・目的

縮減都市時代の我が国では、縮減で発生

する空き家・空き地の外部不経済に対処す

る条例などの政策・施策が、一部の都市で

始められている。しかしこれまでのところ、

縮減都市を豊かなものとする都市計画手法

(政策・計画・施策)が未整備である。

特に今回の研究で取り上げる神奈川県横

須賀市の谷戸地域といった、高度成長期以

前に形成された住宅市街地は、都市を象徴

する特色豊かな住環境を形成している一方

で、空き家問題など都市が縮減に向かう典

型的な状況にあり、これまでとは異なる新

たな発想・ビジョンに基づく都市計画手法

が必要となっている。

本研究は横須賀市北部の谷戸地域を基本

フィールドとし、まちの特色への誇りなど

新しい視点を含めた、縮減市街地の“豊か

さ”を評価する方法を確立し、縮減都市に

おいて、豊かな市街地を再生・創造する都

市計画手法の開発を目的とする。

第２章 横須賀市谷戸地域の物理的特性

2-1：横須賀市における谷戸地域の位置づけ

神奈川県横須賀市の谷戸地域は、高度成

長期以前に形成された住宅市街地である。

横須賀市を象徴する特色豊かな住環境を形

成している一方で、行き止まり道路や狭隘

道路、老朽木造住宅密集といった課題を有

している。

平成 8 年 3 月に策定された横須賀市の都

市計画マスタープランは、平成 22 年 3 月

に改定版が策定されたが、谷戸地域の土地

利用が基本的に、当初策定時の「中密度住

宅地」から「低密度住宅地」へ変更された。

2-2：谷戸地域の物理的特性とアクセス

2-2-1：密度と市街地構造

(1)谷戸そのものの空間構造

谷戸の空間構造は、その市街化プロセス

を踏まえてとらえると模式的に、次の 3 タ

イプに分類できる。（図 1 参照）

(2)町丁目ごとに谷戸をとらえた場合

谷戸だけの統計は作成されていないが、

谷戸が属する町丁目に着目して町丁目デー

タを整理することで、およその谷戸の特徴

をつかむことができる。まちづくりの観点

からは、町内会の課題が谷戸の課題に重な

るケースも考えられる。

以上を念頭に、町丁目単位で、市北部の

谷戸市街地の状況をグラフ化したものが図

2 である。谷戸の密度は住棟密度で、町丁

目の密度は世帯密度であるが、およその密

度の関係をみるために両者を比較した。
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白抜きで出ているパターンは、谷戸その

ものの密度が町丁目密度より高く、図 1 の

第一タイプのような谷戸市街地の周囲にゆ

ったりと緑がある場合などがあてはまる。

特に白抜きが長くなるほど、谷戸の周囲に

ゆったりとした緑があるとが想定できる。

黒く出ているパターンは谷戸市街地より

も町丁目平均の方が高い場合であり、例え

ば図１の第三タイプのような谷戸周辺の宅

地開発が進んでいる場合などがあてはまる。

2-2-2：アクセス(谷戸への近づきやすさ)と空

き棟率

谷戸の構造が同じであっても、人々が暮

らす都市の中の市街地という観点からみ

ると、その場所への近づきやすさ(アクセ

ス)の視点が重要である。

一般に鉄道沿線の価値は高い。また、自

動車社会の今日、自敷地に駐車スペースを

有するかごく近隣に駐車場があることが

宅地の価値に関係していると考えられる。

図 2：35 谷戸地域 町丁目別世帯密度と谷戸内住棟密度の差

図 1：谷戸の市街化類型

丘陵地が浸食されて形成され

た谷状の地形に沿って市街化

が進んだ状態。

谷戸が第一からさらに市街化したと

きに形成される、谷戸がさらに奥の

方や脇道に沿って開発され、周辺

の丘陵に市街化が進んだ状態

丘陵の上部が大規模に宅地開発さ

れて、わずかに両者の間に斜面緑

地が残った状態



そこで本研究では、図 3 のように、「最

寄駅からの距離」(徒歩時間)と「車利用区

画割合」の 2 つの指標により、谷戸への近

づきやすさを評価した。

両者とも横須賀市役所 2010 年調査結果

を使用し、徒歩時間は平均到達時間とした。

図 4 は「最寄駅からの距離」と「車利用

可能区画割合」という 2 つの指標から、35

の谷戸地域を 4 つのカテゴリーに区分し、

今後の可能性を考察したものである。
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図 3：谷戸へのアクセス評価

車利用可能区画 多い

駅遠い

Ⅱ. ×〇 (駅遠く車利用可能区画多い)

６地域

平均空き棟率 8.4%

静かな谷戸ライフ型 車利用型の生活に

は快適

８、１４、１６、１７、３３、３５

Ⅰ. 〇〇 (駅近く車利用可能区画多い)

12 地域

平均空き棟率 7.4%

持続更新型 谷戸一般居住地として持続

可

1、２、６、７、９、１１、１２、１３、１９、２０、２１、

２４

駅近い
Ⅳ.×× (駅遠く車利用可能区画少ない)

8 地域

平均空き棟率 11.1%

個別対応型 個別課題に応じて対応必要

４、５、１５、１８、２５、２６、３２、３４

Ⅲ. ○× (駅近く車利用可能区画少ない)

9 地域

平均空き棟率 9.4%

潜在力発揮模索型 ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙを引き出す

３、１０、２２．２３、２７、２８、２９、３０、３１

車利用可能区画 少ない
35 谷戸地域の平均空き棟率 8.8%

図 4：谷戸地域のアクセスから見た谷戸のカテゴリー
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「最寄駅からの距離」は徒歩 10 分以内

を「○」、10 分より遠いところを「×」、「車

利用区画割合」は「車利用区画割合」50%

以上を「○」、未満を「×」とした。

カテゴリーⅠは、「最寄駅からの距離」「車

利用可能区画割合」の二つとも優れており、

平均空き棟率が比較的低い。谷戸一般住宅

地として持続更新が可能と考えられる。

カテゴリーⅡは駅から遠いが、車利用可

能区画が多く、空き棟率は 35 谷戸地域の

平均を下回っている。車利用型の生活には

快適な静かな谷戸ライフ型の市街地とする

ことが可能と考えられる。

カテゴリーⅢは駅に近いが、車利用可能

区画が少ない。平均空き棟率は 35 谷戸地

域の平均空き棟率を上回っている。潜在

力・ポテンシャルの発掘・発揮を模索して

いくことが必要である。

カテゴリーⅣは駅に遠く、車利用可能区

画が少ない。平均空き棟率は高めになって

いる。個別課題に応じて対応していくこと

が必要である。

2-3：物理的特性に基づく谷戸地域の可能性

密度・市街地構造・谷戸へのアクセス・

空き棟率という物理的特性から、各エリア

の可能性を以下のように考察する。

(1)追浜エリア（最寄駅：京急線追浜駅）

・町丁目密度・谷戸そのものの密度のどち

らも高めで、図 1での第 3の市街化類型

に該当する谷戸が多い。

・アクセスは「持続更新型」が最も多く、

「静かな谷戸ライフ型」を合わせると、

８谷戸の中で５谷戸があてはまる。

・平均空き棟率が最も低い。

・持続的に入れ替われる魅力ある谷戸とし

ての可能性が考えられる。

(2)田浦エリア（最寄駅：京急線京急田浦

駅、JR 田浦駅）

・町丁目密度が低く、図１での第１の市街

化類型に該当する谷戸が多い。

・「静かな谷戸ライフ型」７谷戸の中で３谷

戸がこのエリアに存在する。

・自然豊かな環境を活かしつつ、車利用者

に快適な市街地創出の可能性が考えら

れる。

(3)逸見エリア（最寄駅：京急線安針塚駅、

逸見駅）・本庁エリア（最寄駅：京急汐入

駅、県立大学駅、堀之内駅）

・逸見エリアは田浦エリアと同様に、図１

での第１の市街化類型に該当する谷戸

が多い。しかし駅に近い谷戸が多く、静

かな谷戸ライフ型の谷戸はない。「潜在

力発揮模索型」「個別対応型」といった

ポテンシャル発掘や課題の個別対応が

必要な谷戸が半分を占める。

・平均空き棟率も最も高い。

・本庁エリアは図１での第２の市街化類型

に該当する谷戸が多い。アクセスについ

ては、９谷戸の中で５谷戸が「潜在力発

揮模索型」に該当する。平均空き棟率は

35 谷戸の平均より高めである。

・「潜在力発揮模索型」において、車利用可

能な区画が多くない点をカバーする取

り組みで、駅近のポテンシャルを活かす

ことが考えられる。(例：谷底の駐車場

を借りやすくする／スロープのできる

だけ上まで自転車バイク、人が通れる緩

やかな道の整備(又は尾根道の整備)／

手すりの設置、街燈設置／ゴミ出し・回

収しやすく など）



第３章 谷戸地域のコミュニティによる空

き家・空き地の再生・管理の可能性

3-1：谷戸地域の各自治会・町内会の空き家・

空き地に関する意向

3-1-1：アンケート調査概要

所有者が地域不在の状況で、空き家・空

き地の再生・管理を進めるためには、地域

コミュニティが積極的に空き家・空き地に

関わっていくことが必要である。

本研究ではコミュニティによる谷戸の

空き家・空き地の再生・管理の可能性を探

る目的で、谷戸の町内会・自治会に、表 1

の設問項目による、アンケートを実施した。

調査対象は横須賀市消防局が指定した

市内の 49 カ所谷戸地域の中で、南部の谷

戸を除いた、35 ヶ所谷戸地域等における、

31 の町内会・自治会である。

アンケート回収率は 100%だった。

表 1：アンケート設問項目
項目 問題意識 取り組み状況 今後の意向

空き家
空き地
対応

空き家・空
き 地 の 増
加、コミュニ
ティでの空
き家・空き
地 問 題 の
議論・指摘

防災・防犯活動
における空き家
に配慮した取り
組み、空き家・
空き地とその所
有者（所在・連
絡先）などにつ
いて把握

空き家・空き
地についてこ
れから行いた
い活動、コミ
ュニティが今
後空き家・空
き地 問 題に
対応する上で
の悩みどころ

防犯
防災

防 災 防 犯
上の悩みど
ころ

専門部会・組織
の有無、想定す
る災害、一時避
難地の取り決
め、要援護者を
想定した訓練、
要援護者への
支援者取り決
め、パトロール
回数、

－

高齢
者生
活サ
ポート

生 活 継 続
が難しい高
齢 者 の 増
加、生活継
続が難しい
理由

独居高齢者の
見守り、高齢者
生活サポートの
活動メニュー

－

環境
整備

景観・緑環
境 の 維 持
管 理 に お
ける悩みど
ころ

環境整備に関
する活動メニュ
ー －

持続
性

これからの
課題

町内会・自治会
役員の中心年
齢層

－

3-1-2：空き家・空き地に関する問題意識

図 5 のように 81%のコミュニティにおい

て空き家又は空き地が最近増加しているこ

と、図 6 のような空き家・空き地の問題が

コミュニティで指摘・議論されていること

から、コミュニティにおいて空き家・空き

地が問題となっていることがうかがえる。

空き家・空

き地ともに

増加してい

る, 9, 29%

空き家が増

加している,
15, 49%

空き地が増

加している,
1, 3%

空き家・空

き地ともに

あまり増加

していない,
6, 19%

n=31

最近、空き家・空き地が

増加しているか ＳＡ

図 5：空き家・空き地は最近増加しているか

32%

19%

65%

68%

13%

52%

10%

19%

0%

23%

16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

空き家・空き地の増加で、まちの活気

がなくなることが心配

倒壊や屋根・壁材などの落下・飛散が

心配

火災発生が心配

不審者の侵入が心配

夜間に暗くなるため、夜道通行が心配

樹枝や雑草が繁茂している

チラシ・郵便物などが散乱している

ごみの不法投棄が起きている

蜂･ごきぶりなど害虫の巣ができている

空き家・空き地に関する問題が指摘・議

論されたことはない

その他・自由回答 n=31

町内会・自治会内で指摘・議論されている空き家・空き地の課題

MA

図 6：町内会・自治会内で指摘・議論されて

いる空き家・空き地の課題

3-1-3：空き家・空き地に関する取り組み状況

空き家・空き地の問題に対処するコミュ

ニティ活動は、次のように大半のコミュニ

ティにおいて始められているが、空き家・

空き地に特化した取り組みに至っていると

ころは一部に留まっている。
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(1)防災・防犯活動

図 7 のように空き家に重点を置いた防

犯・防災活動を行っているコミュニティは

まだ無いが、61%のコミュニティにおいて空

き家に注意したパトロールが行われている。

空き家に重点を

置いた防犯・防

災活動(見守り･

点検など), 0, 0%

特に重点を置い

てはいないが、

パトロールで空

き家に注意, 19,

61%

空き家に配慮し

た活動を行って

いない, 11, 36%

その他, 1, 3%

n=31

防災・防犯活動にお

いて空き家に配慮し

た取り組みを行って

いるか

SA

図 7：防災･防犯活動において空き家に配慮し

た取り組みを行っているか

(2)環境整備活動

図 8 のように環境整備活動は、道路や公

園・広場、共用の緑が主な対象となってお

り、空き家・空き地を対象にした活動はご

く一部のコミュニティに留まっている。
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公園・広場などの清掃

河川・水路などの清掃

公園・広場などの緑管理

共用の緑(樹木・菜園・花壇など)

の管理

個人の緑(庭など)管理の請負

資源ごみ回収リサイクル

実施中 検討中 未検討

自治会・町内会での環境整備活動 MA

n=31

図 8：自治会・町内会での環境整備活動

(3)空き家・空き地の所有者把握

空き家・空き地の所有者把握に関して、

図 9 のように「大体の空き家・空き地とそ

の所有者について把握している」コミュニ

ティは６箇所のみである。

空き家・空き地の所有者把握方法につい

ては、図 10のように町内会・自治会退会時

の届け出というシステムを決めているとこ

ろは１箇所のみであり、すべての回答が「近

隣にお住まいの方などからの口コミ」とし

ている。

大体の空き

家・空き地と

その所有者

について把握

している, 6,
19%

大体の空き

家・空き地は

把握している

が、所有者に

ついては把

握していない,
11, 36%

いくつかの空

き家・空き地

とその所有者

について把握

している, 7,
23%

いくつかの空

き家・空き地

について把握

しているが、

所有者につ

いては把握し

ていない, 6,
19%

空き家・空き

地について把

握していない,
1, 3%

n=31

町内会での空き家・空き地の把握 SA

図 9：町内会での空き家・空き地の把握

8%

100%

23%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自治会・町内会の退会時などで、空き

家・空き地のまま所有することの届け出

を行う

近隣にお住まいの方などからの口コミ

で所有者について把握している

パトロールなどで空き家をみつけた時、

自治会・町内会の名簿などで本人・家

族などに問い合わせしている n=13

空き家・空き地の所有者をどのように把握しているか MA

図 10：空き家・空き地の所有者把握方法

3-1-4：空き家・空き地に関するこれからの意

向と課題

これからの活動意向については、空き家

空き地どちらについても、所有者の連絡先

の把握を進めたいとしているコミュニティ

が大半を占める。(図 11、図 12)

空き家・空き地について取り組みを進め

る上での悩みどころについても、74%のコミ

ュニティが所有者の連絡・調整、42%が所有

者の把握をあげている。(図 13)



77%

42%

35%

13%

13%

13%

26%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

防犯・防災・衛生・美観などの問題発生

時への備えとして、空き家と所有者の

連絡先の把握を進めたい

倒壊や火災など危険な空き家につい

て、条例・補助制度などを利用した、建

て替え・解体・除却を進めたい

枝･草繁茂やごみ投棄、盗難、不審者

侵入などを防ぐために、見回りなどを強

化したい

新しい居住者の入居や住み替えがやり

やすいよう、空き家の良好な状態に保

ちたい

地域の交流サロンや子育て、福祉活動

拠点などに使いたい

災害時の一時的な避難所や防災備蓄

庫、仮設住宅などに使いたい

その他
n=31

空き家についてどのような活動を行いたいか MA

図 11：空き家についての活動意向

61%

35%

23%

16%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

防犯・防災・衛生・美観などの問題発生

時への備えとして、所有者の連絡先の

把握を進めたい

枝・草やごみ投棄などの問題が起きな

いよう、見回りなどを強化したい

花壇や菜園として活用したい

災害時の一時避難地として活用したい

その他
n=31

空き地についてどのような活動を行いたいか MA

図 12：空き地についての活動意向

42%

74%

32%

19%

10%

45%

16%

6%

19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

所有者の把握が難しい

所有者との連絡・調整が難しい

取組みに必要なマンパワーが不足

取組みに必要な費用が不足

取組みのノウハウ・やり方が分からない

空き家・空き地がこれからも増え続ける

と考えられ、対応が難しい

空き家・空き地がまだ顕在化しておら

ず、会員の問題意識が薄い

空き家・空き地についての取り組みに大

きな悩みどころはない

その他 n=31

空き家・空き地についての取り組みを進める上での悩みどころ MA

図 13：空き家・空き地についての取り組みを
進める上での悩みどころ

3-2：各コミュニティ管理力の評価・考察

表 2 の数値は、各コミュニティの回答を

もとにした管理力評価のスコアを、エリア

ごとに平均したものである。各エリアの平

均値は、追浜、田浦で低く、逸見、本庁で

高いとの結果となった。空き家率と地域管

理力の相関性はなかった。

表 2：エリア別 管理力スコア平均値

エリア 地域管理全体スコア

(満点 6)

空き家に特化したスコア

（満点６）

追浜 平均 2.0 平均 2.0

田浦 1.2 1.3

逸見 3.6 3.6

本庁 3.2 3.2

先述の図 4の谷戸カテゴリーごとに地域

管理力の平均を算出したものが、図 14 であ

る。アクセスと地域管理力の相関性につい

ては、駅近く車付け悪い所の地域管理力が

少し高い。

以上の分析から、本研究で追及すべきポ

イントは、因果関係を追及するというより

も、地域課題が多いとき地域管理力が高い

場合はその活用可能性を模索したり、地域

課題が多いのに地域管理力が低い場合であ

っても駅に近いなどのポテンシャルがあれ

ばその潜在力をいかに引き出すかを考えた

り、地域課題はあまり多くないが地域管理

力が高い場合はモデル地区とするなどの考

え方の整理をすることととらえられる。

アクセス 地域管理力

〇〇
(駅近く車付け良い)

1.6

〇×
(駅近く車付け悪い)

3.5

×〇
(駅遠く車付け良い)

2.3

××
(駅遠く車付け悪い)

2.2

図 14：アクセス

1.9

2.4

2.9
と地域管

2.3
理力



8

第４章 地域価値発掘を指向する新しい

不動産評価指標

4-1：考察の目的と概要

接道条件や生活利便性が不動産評価に大

きく影響を及ぼす従来の不動産評価方法で

は、空き家・空き地問題の発生しやすい地

域の不動産の流通には限界があるが、この

ような地域を別の角度から見れば住環境と

して他にはない特有の魅力もあり、このま

ま地域の衰退を迎えるのは得策でない。従

来の不動産評価では見落とされてきた地域

固有の魅力を不動産の価値として反映させ

る新しい不動産評価指標が必要である。

本研究では、近年新しい不動産評価によ

る不動産仲介事業の展開で注目を集める R

不動産に着目し、不動産評価の視点やその

ような評価を支えるビジネスモデルについ

て調査することにより、地域価値を反映さ

せた不動産評価指標とはどのようなものか。

なぜそのような評価がビジネスとして成立

するのか。更にそのような不動産評価指標

にはどのような可能性があるのか考察する。

4-2：稲村ヶ崎 R 不動産の分析

4-2-1：コンセプトと扱う物件の特徴

稲村ヶ崎R不動産は東京R不動産運営サ

ポートの下、一般的にネガティブにとらえ

られがちな物件を逆に希少性の高い掘り出

し物ととらえ、紹介している。

稲村ヶ崎R不動産 HP広告によると物件

の最寄り駅は JR 鎌倉駅と JR 逗子駅が全

物件の 46％を占め、残りは江ノ電沿線駅や

京急久里浜線沿線駅であった。建築タイプ

は賃貸の 50％戸建住宅、31.7％集合住宅、

分譲では 43％戸建住宅 38％土地、集合住宅

10.5％であった。築年数は、賃貸では 1960

年代が 22％、次いで 1970 年代が 15％、2000

年代が 15％。一方分譲では 2000年代が 40%

と最も多い。

図 15 のように、接道条件の悪い物件はあ

まり扱われていない。駐車場の有無は、敷

地内アリが 57％、近隣アリが 8.9％、駐車

場ナシが 18.4％、記載なしが 24％であった。

取り扱う物件の条件に特異な点は見られな

かった。

駐車場

ナシ, 29

駐車場ア

リ近隣,
14

駐車場ア

リ敷地

内, 91

記載な

し, 24

駐車場ナシ 駐車場アリ近隣

駐車場アリ敷地内 記載なし

駐車場の有無

単位（件）

計 158件

車進入

可, 148

車進入

不可, 8

車進入

困難, 2

車進入可 車進入不可 車進入困難

単位（件）

計 158件

車進入（接道）

図 15：158 物件の接道条件と駐車場位置

4-2-2：広告内容の変化からみた成約物件の

特徴

2013 年 8 月 27 日と 11 月 11 日の稲村ヶ

崎 R 不動産 HP 広告を比較し、その間の変

化を調べた。この間に HP から姿を消した

物件は 8月 27 日時点の 158 件中 39 件存在

した。その 39 件を駐車場の位置と接道条

件による困難度別に分類し、8 月 27 日時点

との比較による変化率を出したものが表 3

である。

困難度と変化率の間に明確な相関関係は

なかった。



表 3：困難度別物件変化率（2013.8/27～11/11）

困難度 駐車場 車横付 姿を消し

た物件

割合

××× ×(駐車場

ナシ)

×(車侵

入不可)

1 物件

/5 物件

20％

×× ×(駐車場

ナシ)

△(車侵

入困難）

0 物件

/1 物件

0％

× ×(駐車場

ナシ)

○(車侵

入可)

6 物件

/23 物件

26.1％

△ △(駐車場

近接）

×(車侵

入不可）

1 物件

/3 物件

33％

○ △(駐車場

近接）

○(車侵

入可)

2 物件

/11 物件

18％

○○ ○(駐車場

敷地内）

○(車侵

入可）

25 物件

/91 物件

27.5％

4-3：稲村ヶ崎 R 不動産のアイコンの分析

4-3-1：15 アイコンの客観的分析

稲村ヶ崎 R 不動産へのヒアリングによる

と、39 件のうち 38 件は成約したものであ

った。厳しい条件の物件でも成約した理由

が、稲村ヶ崎 R 不動産のビジネスモデルと

関係があるのではないかという仮説のもと、

稲村ヶ崎R不動産がどのような視点で不動

産を評価し、どのようなビジネスモデルを

展開しているのか詳しく調べた。

表 4：アイコンの種類と意味

アイコン 意味

一列目 海に対して道路を挟んだ一列目の敷地

海まで 5 分 海まで徒歩 5 分

江ノ電沿い 江ノ電沿いにある物件

レトロな味わい
大正建築、昭和初期建築などレトロな雰
囲気にあふれている

海みえ 家から海が見える

山/階段 階段を上った先にある。山にある。

神社/仏閣 神社・仏閣がある

庭付き 庭が付いている

都心 60 分 都心に 60 分で出られる立地

with ペット ペットと一緒に暮らしたい人ペット OK

アライグマ注意
アライグマが出没しそうなほど緑の濃い
自然豊かな場所

屋上/バルコニー
専有屋上やバルコニーが付いている、屋
上バルコニーが充実している

車OK
車 OKの物件・接道していて、駐車スペー
スがある

江の島/富士山 江の島や富士山が見える

事務所/店舗/倉庫 事務所や店舗、倉庫として使用できる

稲村ヶ崎 R 不動産では表 4 の 15 のアイ

コンを用いて不動産を評価している。表 5

では、15 アイコンを、①一般の不動産でも

評価される内容、②どちらともいえない、

③稲村ヶ崎R不動産特有のものに三分類し

て、それぞれのアイコンが 158 件の中で何

物件に使用されていたかのパーセンテージ

を付記した。③の稲村ヶ崎 R 不動産特有ア

イコンの種類は多いが、使用率はそれほど

高くなくすべて 50％未満であった。

表 5：15 アイコンの 3 分類
一般不動産でも

言及

どちらともいえ

ない

Ｒ不動産特有

車ＯＫ（69.6%） 事務所/店舗/倉
庫（27.8%）

レトロな味わい
（48.7%）

庭付き（62.7%） 江ノ島/富士山
（15.2%）

海まで 5 分
（39.9%）

ＷＩＴＨペット
（57.6%）

海見え（39.2%） アライグマ注意
（27.2%）

都心 60 分
（21.5%）

屋上/バルコニー
（43%）

一列目（18.4%）

山/階段（17%）

神社/仏閣
（8.9%）
江ノ電沿い
（1.9%）

平均 52.85％ 平均 31.3％ 平均 23.1％

表 6 は事業者・契約者が特に重要視する

（稲村ヶ崎 R 不動産ヒアリングより）5 ア

イコンについてそれぞれの概念を構成する

要素を HP 不動産広告の語録分析により抽

出したものである。アイコンの概念は複数

の要素から構成され、“アライグマ注意”“庭

付き”“一列目”“海見え”の要素自体は、

他の不動産仲介事業者の評価視点とそれほ

ど変わらないが、記事の中でこれら要素は

詳しく取り上げられており、海の見え方な

どは細かく評価が設定されていた。これら

要素の重要視度合や掘り下げ方の深さが他

の不動産事業者と異なると言える。“レトロ

な味わい”は古いというだけでなく【レト

ロさを感じさせるディテール・素材感】【建

物の個性・特別さ】という要素も含まれ、
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広告には内装や建具・屋根といった建築の

ディテールを細かく評価し、それらを残し

たリノベーションの可能性に関する記述が

見られた。また、建築そのものの個性や意

匠的価値も評価の対象となっていた。更に

【レトロな街並み】も概念に含まれ、街並

みのイメージや風情が不動産の魅力をさら

に引き上げているととらえられる記述が見

られた。

表 6：特徴的アイコンにおける語録分析

要素

アイコン

アライ

グマ注

意

庭付き
一列

目
海見え

レトロな

味わい

“緑・森・山・林・

自然”

○

（86%）

“（家の中の○○か

ら）緑・庭・海が見

えます”“緑・庭・

海を取り込んだ（家

の中の○○）”

○(35%) ○(36%)
○

(54%)
○(65%)

”植栽と植栽の種類” ○(33%) ○(47%)

“動物” ○(4.7%)

“畑” ○(4.7%) ○(14%)

“その場所でできる

活動”
○(4.7%)

“周囲との距離感・

プライベート・静か

さ”

○(9.3%) ○(8%)
○

(21%)
○(6.5%)

“広い庭・大きさに

余裕のある敷地”
○(40%)

“海に対して一列目

の敷地”など海と物

件と距離

○

(86%)

“海が見えました・

水平線が確認できま

した”などの表現

○

(100%)

“水平線が遮蔽物ナ

シで味わえる”など

海の見え方

○

(54%)
○(26%)

“島灯台の灯・日の

出・ヨットやウィン

ドウの帆”など、海

＋α眺望

○

(11%)
○(26%)

“海の見える生活・

日常”

○

(14%)
○(6.5%)

“築年数が古い” ○(51%)

“レトロさを感じさ

せるディテール”
○(68%)

“建物の個性・特別

さ”
○(35%)

“木造平屋” ○(21%)

“団地風・往年の公

団住宅チック”
○(2.6%)

“レトロな街並み・

周辺環境”
○(10%)

4-3-2：事業主の 15 アイコンの使い方と戦略

(稲村ヶ崎不動産へのヒアリングによる）

①事業を始めた経緯と事業の概要

代表取締役の藤井氏は、引っ越し経験か

ら、業界に疑問を感じ不動産をファッショ

ンやスタイルのようにとらえる不動産業を

やろうと考える。その頃東京 R 不動産と出

会い、湘南エリアを対象に稲村ヶ崎 R 不動

産がスタートした。

主要な顧客層は同様な視点で不動産をと

らえている人たちで、年齢層は幅広い。

湘南エリアは、東京に比べると良質な賃

貸物件が少なく、売買：賃貸比は（稲村ヶ

崎）3：7、（東京）1：9 である。

物件情報は、不動産卸売市場レインズか

ら選定し、現地で直接確認後、良ければ

HP に掲載する。

その他売主、貸主らの依頼を受けて紹介

するが、顧客が求めていない物件や価格が

ミスマッチな物件は断ることもある。

東京からの移住者が多いため、移住しや

すいエリアか、グッとくるものがあるエリ

アか、の 2 点がポイントである。

②アイコンの特徴と不動産評価の視点

アイコンには地域特性が表れている。“神

社/仏閣”“山/階段”“アライグマ注意”“海

見え”“一列目”は湘南エリアの鎌倉古都な

印象と山と海が表れており、江ノ電沿いに

住みたいという需要に応えたのが“江ノ電

沿い”。東京通勤の顧客が多いため“都心ま

で 60 分”というアイコンもある。湘南に

移住して店を出したいニーズは多いが、そ

れに応えられる物件が少ないため“事務所/

店舗/倉庫”としている。

15 アイコンの中で顧客が重視している

のは、一列目、海見え、海まで 5 分。次い

で、庭付き、アライグマ注意の順。 “山/

階段”は日々上り降りが必要だが、眺望が

いい割に安く、いい物件の可能性がある。

“レトロな味わい”は築 40 年以上の建



物。戸建は築 50～100 年。現状の姿だけで

なくデザイン的要素を加えてどう化けるか

という視点から、主要構造物が健全な状態

で残っていて、あまりコストをかけずにリ

ノベーションできるかどうかなど素材とし

て評価。“一列目”は国道 134 号線の一列

目にある物件、“海見え”は家から海が見え

る物件を指す。

木は一つのポイントで、戸建の場合は街

並み景観に与える影響も大きい。生垣や植

樹などが連続して地域の価値にもなり、紹

介したいエリアかどうかにもつながる。

③新しい不動産評価を支えるビジネスの実

態

車侵入不可でも、150 段 200 段を踏まえ

た価格設定になれば売れる。

例えば“憧憬の頂”とタイトルをつけた

物件は、土地面積 200 坪、西に箱根の富士

山が見え、庭に美しい木が植わっている。

建築基準法上の道路ではないため基本的に

建替えできないが、現状と同規模の建物な

ら建替え可能。階段 250 段くらいで価格は

4880 万円。これが仮に車付けが良く、建替

え可能ならば1億5000万はする。1億5000

万円×(借地権割合 0.6)×（但し書き道路

0.5）＝4500 万円。

流通している成約価格のデータから土地

の形状・法的制約諸々計算していくやり方

は他の事業者と変わらないが、築 30 年以

上の建物（通常 0 円）でも再生の可能性、

素材感のある建物は評価し、価格に反映さ

れる点が稲村ヶ崎 R 不動産の査定の特徴。

④稲村ヶ崎 R 不動産が目指している事

一週間単位の定期建物賃貸借契約マイク

ロステイを鎌倉山で行っている。鎌倉でも

比較的交通利便性の低い場所で、暮らしな

がら都心に通勤できるか生活体験、できそ

うなら次のステップに進んでもらう。これ

をもっと湘南エリア全体に広げていきたい

という。

4-4：結論

稲村ヶ崎 R 不動産の不動産評価やビジネ

スモデルの特徴をまとめると、①リノベー

ションなどを見据えた視点、②地域資源（古

都・山・海）を深く掘り下げた視点、③地

域価値の重要視度合、④街並みやエリアと

しての魅力、⑤訳ありだがお得な物件、の

5 つの点があげられる。改めて地域価値発

掘型の不動産評価指標とは何かを整理する

ため、関東圏の 3 つの R 不動産のアイコン

を比較した（図 16）。

図 16：3 つの R 不動産のアイコン比較

他と重なりあわない部分に各地域固有の

魅力や、地域の事情、顧客の求めているも

のの違いが表れている。重なりあわない部

分は大きく、地域によってこれだけの違い

があるのであれば、不動産評価の視点も当

然地域に合わせたものが求められる。

新たな視点からの評価が、眠っていた地

域の価値を掘り起しそれを生かした地域ま

ちづくりにまで発展すれば地域再生も夢で

はないかもしれない。加えて、体験居住を

通し地域の魅力をより多くの人に認知して

もらうことや、移住の敷居を低くする試み

も地域再生の一翼を担うと考えられる。
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第５章 空き家解体とその跡地利用に関

する施策事例

5-1：事例調査の目的

全国の自治体では空き家適正管理条例の

制定や空き家の利活用などの施策を進めて

いるが、持続可能な地域社会をつくるため

には、空き家解体後の跡地利用を進めて、

地域の実情に沿った住環境整備を行う必要

がある。そこで本研究では、空き家解体や

その跡地利用に関する施策の有用性や問題

点などを比較・分析し、今後の対策に役立

てることを目的に事例調査を実施した。

5-2：事例分析

事例調査を行った中で、特徴的な取組み

を進めている 5 つの自治体について、対策

の主体(行政・住民・所有者)と流れ(現状把

握・対策構築・対策実施・事後管理)のフロ

ーを表 7 のように作成した。

秋田県大仙市は代執行による解体を実施

している。空き家の所有者情報や実態をプ

地域名

対策名

主体 行政(建築住宅課+防災課) 住民(自治会) 所有者 行政(環境課) 住民(自治会) 所有者

現状

把握

対策
構築

対策
実施

事後

管理

地域名

対策名

主体 行政(防災安全課) 住民(自治会) 所有者 行政(建築安全課)
第三者

(老朽家屋等審議会)
近隣住民+ 所有者

現状
把握

対策
構築

対策
実施

事後

管理

地域名

対策名

主体 行政(まちづくり推進室) 住民(自治会) 所有者 行政(建築指導課) 住民(自治会) 所有者

現状

把握

対策
構築

対策
実施

事後

管理

空き家所有者への空き家取り壊し工事費補助+跡地のポケットパーク整備 足立区老朽危険家屋等の適正管理に関する条例

長崎県長崎市
老朽危険空き家対策事業実施要綱(まちづくり推進室担当) 老朽危険空き家除却費補助金(建築指導課担当)

秋田県大仙市 長野県白馬村
空き家等の適正管理に関する条例 白馬村廃屋対策事業補助金交付要綱

福井県越前町 東京都足立区

空き家台帳作成

調査に協力

危険空き家に対応

家屋解体

廃屋調査
自治会に

廃屋調査を依頼

廃屋解体を検討

所有者と交渉
自治会と交渉

自治会主導で

解体を実施

廃屋対策事業補助金

審査会が判断

土地の管理

自治会のサポート

土地の管理

(解体後3年間は更地)

空き家情報提供

消防組合による調査

所有者と交渉

維持管理の取決め

該当空き家の判定
空き家解体

土地賃借の承諾

所有者と契約締結

自治会と覚書締結

空き家の解体

ポケットパークの整備

ポケットパークの維持管理

土地に係る税金の負担固定資産税の減免措置

空き家に関する相談現地調査

跡地利用に関する協議

現地調査

関係課長会議で判定

空き家解体の相談

行政と交渉

登記の移転

家屋解体と跡地整備

土地使用賃借契約

空き家の解体

跡地の維持管理

土地使用賃借契約

家屋の解体と

土地の寄付の承諾

所有者と交渉

土地の管理

区内全域を調査

家屋の審議

家屋の修繕・解体

条例に基づく措置

(緊急安全措置を含む)

跡地活用のアドバイス 土地の管理

調査結果のデータ化

空き家情報提供

空き家調査

補助対象かの判定

所有者と交渉

条例に基づく措置

(代執行含む)

補助金制度 補助金制度

補助金制度

補助金制度

自治体と契約締結

自治体と覚書締結

補助金制度

代執行による解体

表7：自治体の空き家対策フロー図の比較(点線の丸は特徴的な点を表している)



ロットした空き家台帳を制作していた。

長野県白馬村は観光地として景観形成

を主目的とする廃屋解体事業を進めている。

村内の自治会(行政区)が主体となって廃屋

所有者の特定や解体費の支払いを行う。

福井県越前町では自治会が所有者と行

政の橋渡しをすることと、跡地の維持管理

をすること、所有者は土地を 10年間無償で

町に貸し出すことを条件に空き家の解体と

跡地のポケットパーク整備を行っている。

長崎県長崎市では、空き家所有者が市に

土地･建物を寄付した後に、市が空き家の撤

去と跡地整備を行い、跡地を地域の自治会

が管理している。跡地は、駐輪場やごみス

テーションなど公共的なものが整備される。

東京都足立区では条例制定のために

区内全域の建物の一斉調査を行った。さ

らに第三者委員会である「老朽家屋等審議

会」が、危険度判定調査で 100点以上にな

った家屋について、勧告をすべきかどうか

や助成金を出すかなどを判断している。

5-3：まとめ

5-3-1：空き家解体(跡地利用)の推進方法

事例調査の結果、地域に見合った持続的

な社会を実現するために、まず空き家解体

を円滑に進めることが重要だと分かった。

跡地利用については空き家解体を進める

手段にはなるが、それ自体を目的とするの

は難しいと判明した。

空き家解体を進める方法としては、行政

が強制的に解体を進める方法(①)と所有

者にインセンティブを与えて自主的に壊

してもらう方法(②)の 2 種類がある。

①の方法は、大仙市で行っているような

行政代執行が挙げられる。しかし、代執行

はあくまで最終手段であり、これを主体と

して事業を進めるのは難しい。

②の目的は、所有者が空き家を放置させ

るよりも解体した方が自分にとって得策

であると思わせることにある。そのための

手段として、空き家解体の補助金制度(Ⅰ)、

解体後の土地に係る税を減免する方法

(Ⅱ) 、跡地の利用性を高める方法(Ⅲ)の

3 つが挙げられる。

(Ⅰ)の補助金制度は所有者側にもわか

りやすく、また自治体も導入しやすいため、

今回調べた自治体でも積極的に実施して

いた。(Ⅱ)の方法は越前町で行っているが、

税の減免措置を行う判断基準が難しいこ

とと、自治体の負担が大きくなることから、

導入がされにくい。(Ⅲ)は、足立区のよう

に跡地活用のヒントを与える手法などで

ある。この方法は自治体側の財政負担がな

く、所有者も解体することの利点を得られ

るので、②の目的に最も近いのではないか

と思われる。

5-3-2：空き家解体等推進のための補完・補

助手段

空き家対策自体を円滑に進めるために

は行政内部のシステム化が重要であるこ

とがわかった。対応部署を一まとめにする

ことや空き家情報を管理するシステムを

構築すること、空き家情報をしっかりと把

握するシステムがあることで現状把握を

十分に行える。空き家情報の把握に関して

は、住民の力を活用することも考えられる。

また、地域の自治会が跡地の維持管理を

行うことで、跡地利用を含めた空き家対策

を進めることも出来る。

最終的には、行政側のコストと手間をな

るべく減らす方法が持続可能な施策と言

えるのではないか。
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第６章 モデル地区における空間特性の

分析

6-1：モデル地区について

谷戸の課題が端的にあらわれ、近隣コミ

ュニティの管理能力・新たな不動産市場の

発展可能性が高いS地区をモデル地区とし

て抽出した。S 地区は、周辺の 3 つの駅か

らアクセスのできる立地を持つも、地形の

複雑な丘陵地に面的に展開するため、丘陵

を登るにつれてアクセスが困難になる。

6-2：モデル地区調査結果

6-2-1：調査概要

2013 年 11 月 3 日に調査をし、年内に曖

昧なものも追加で調査をして補正。これを

横浜国立大学調査 2013 とする。調査項目

は表 8 の通りである。

表 8：横浜国立大学調査 2013 調査項目
建物の状況

構

造

階

数

建て

方

用

途

所有

関係

所有変遷(消

失・建替等）

建設

時期

大家(敷地

内・同棟・不

在など）

屋

根

材

接

道

空き家判断

表札
For Sale 看

板
郵便受け停
止

郵便物放置
玄関/アプローチ

の通行
水道ガス電気メーター

停止

家屋劣化状況 管理状況

外壁や基礎

のひび割れ

建物の明

らかな傾

き

屋根材のは

がれ 瓦の

ずれ

屋根材・

サッシの

さび

外壁野地板

等主要構造

物の欠陥

雑草

繁茂

樹枝

越境

ゴミ投

棄放

置

新しい不動産価値

一列

目

電柱
が視

界に
入ら

ない

海ま

で五
分

レト

ロな

味わ
い

海見

え

山・

階段

菜

園・
畑

庭付

き

豊か
な自

然環
境

バル
コニ

ー・
屋上

自転
車・

車

備考

3 世代住宅など観察による記入

6-2-2：考察方法

(1)新しい不動産評価について

調査を受けて当初 11 項目のものが、「海

まで 5 分」は該当物件がないため除外、「自

転車・車」の項目は「アクセス」という別

カテゴリにし、9 項目となった。その後、

現地状況に照らして定義不十分であること

や、調査員の統一的基準を設けられなかっ

たこと、ほとんど該当する物件がなかった

ことなどから最終的に「海見え」「庭付き」

「菜園・畑」「バルコニー・屋上あり」「山・

階段」「谷戸への眺望」「豊かな自然環境」

の 7 つを新しい不動産評価指標とした。

(2)空き家、空き地の評価について

横浜国立大学調査 2013 と、2010・2011

年に行われた横須賀市による調査（「横須賀

市調査 2010・2011」とする）との調査結

果の差から変化の傾向を表 9 のように整理

した。空き家は減少しているが、空き地が

増加しており、空き家・空き地の合計は増

加となっている。

表 9：S 地区 空き家空き地変化

(2010･2011-2013)
2013

居住 空 き

家

空 き

地

合計

2010・
2011

居住 277 11 11 299

空き家 10 42 4 56

空き地 0 0 41 41

合計 287 53 56 396

6-3：区分されたゾーンごとの傾向

6-3-1：ゾーン区分の考え方

当地区は最寄り駅に比較的近く、斜面に

そって標高が高い方へと市街化が進んで出

来上がった空間である。内部は「谷底に沿

ったエリア」「階段などを上がったところに

あるエリア」の 2 つに分けることができ、

後者は谷底の分岐箇所によって「房」のか

たまりに分けられ、更にその房が枝分かれ

して「小房」になっているととらえられる。

図 17 はその様子を示したものであり、21

のゾーンに分かれている。

図 17：S 地区 谷戸内ゾーン分け



調査結果を表にまとめると表 10 のよう

になる。ゾーン 4 から、ゾーン 1 や 2 に至

る谷戸の谷部から枝分かれした枝部が谷戸

内の標高が高い部分に向かって伸びている。

地区平均の建物密度には地域ごとの際

立った差はない。

6-3-2：空き家・空き地の変化

2010・2011 年調査と 2013 年調査の空き

家・空き地の変化における房ごとの傾向を

見ると、標高が低く、接道も良好な 1+2+3+4

ゾーンでは他の標高の高い房に比べて空き

家率が低く、空き地も多くが駐車場として

利用をされているという結果が出た。

その房を「ゾーン」ごとに分解してみる

と、2013 年に空き家・空き地率が 40%を超

えているゾーンが 7,13,14,16 の 4 つある。

そこで、それらの 4 つのエリアに過去 2～3

年のトレンドを近い将来の傾向を見たとこ

ろ、いずれも空き家・空き地率が 50%を超

えたためケーススタディ候補とした。その

中で後述の通りの独特の傾向を持つ 14 ゾ

ーン以外の 3つ（最終的に 2 つで）で詳細

なスタディを行うこととした。3 つのゾー

ンの特徴は以下の通りである。

■ゾーン 7（平均標高 51m）：谷の奥に位置し、

「谷戸」の形状をしたゾーン。ひな壇状の宅地

があり、空き家率が高い。2調査間での変化が

少ないためスタディ準候補とする。

■ゾーン 13（平均標高 51m）：眺望が良いなど、

価値の高いと思われる宅地が散見され、空き

地は少なく空き家に特化している。2調査間の

変化は大きくないが、価値の高いと考えられる

場所に立つ空き家の将来可能性を中心にス

タディを行う候補とする。

■ゾーン 16（平均標高 52m）：空き家も空き地

も増加しており、非市街化が進んでいるように

も見える。どのようなメカニズムでそうした非市

街化が進行しているのかを中心にスタディを

行う候補とする。

6-3-3：新しい不動産評価指標の分析

表 11 参照。

数 率 数 率 数 率 宅地 建物 数 率 数 率 数 率 数 台数 率 数 率

空き屋＋
駐車場以
外の空き
地率

平均
(m)

1 3007 11 0 0% 2 18% 2 18% 37 30 1 9% 2 18% 3 27% 2 15 18% 0 0% 9% 27.1

2 2860 16 4 25% 0 0% 4 25% 56 56 0 0% 5 31% 5 31% 1 1 6% 4 25% 25% 27.0

3 4860 25 2 8% 4 16% 6 24% 51 43 2 8% 5 20% 7 28% 4 45 16% 1 4% 12% 20.5

4 5660 28 1 4% 7 25% 8 29% 49 37 1 4% 7 25% 8 29% 1 14 4% 6 21% 25% 16.3

5 4157 21 7 33% 0 0% 7 33% 51 51 5 24% 0 0% 5 24% 0 0 0% 0 0% 24% 38.4

6 2571 13 2 15% 2 15% 4 31% 51 43 2 15% 2 15% 4 31% 0 0 0% 2 15% 31% 47.1

7 6486 19 0 0% 7 37% 7 37% 29 19 1 5% 8 42% 9 47% 0 0 0% 8 42% 47% 51.1

グループ3 8 8621 20 1 5% 1 5% 2 10% 23 22 0 0% 2 10% 2 10% 0 0 0% 2 10% 10% 40.9

9 10050 27 3 11% 2 7% 5 19% 27 25 3 11% 2 7% 5 19% 0 0 0% 2 7% 19% 45.8

10 3845 14 1 7% 2 14% 3 21% 36 31 0 0% 2 14% 2 14% 0 0 0% 2 14% 14% 56.0

11 4101 12 0 0% 0 0% 0 0% 29 29 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0% 0 0% 0% 42.7

12 7322 31 10 32% 1 3% 11 35% 42 41 10 32% 1 3% 11 35% 0 0 0% 1 3% 35% 60.0

13 7962 21 9 43% 0 0% 9 43% 26 26 10 48% 0 0% 10 48% 0 0 0% 0 0% 48% 51.4

14 3045 13 1 8% 4 31% 5 38% 43 30 2 15% 4 31% 6 46% 0 0 0% 4 31% 46% 44.3

15 4355 17 2 12% 0 0% 2 12% 39 39 2 12% 1 6% 3 18% 0 0 0% 1 6% 18% 36.5

16 5921 25 5 20% 3 12% 8 32% 42 37 7 28% 4 16% 11 44% 0 0 0% 4 16% 44% 52.1

17 5880 10 0 0% 0 0% 0 0% 17 17 2 20% 0 0% 2 20% 0 0 0% 0 0% 20% 39.9

18 3270 18 3 17% 2 11% 5 28% 55 49 0 0% 4 22% 4 22% 0 0 0% 4 22% 22% 31.3

19 6200 24 2 8% 2 8% 4 17% 39 35 2 8% 2 8% 4 17% 0 0 0% 2 8% 17% 27.1

20 5677 9 0 0% 1 11% 1 11% 16 14 0 0% 2 22% 2 22% 0 0 0% 2 22% 22% 43.9

21 6867 22 3 14% 1 5% 4 18% 32 31 3 14% 3 14% 6 27% 0 0 0% 3 14% 27% 47.9

合計 112717 396 56 41 97 53 56 109 8 75 48

平均 14% 10% 24% 38 34 13% 14% 28% 2% 12% 26% 40.3

標高

2013

グループ
分け

空き家
空き家+
空き地

空き地
密度

(件数/ha)
空き家 空き地

空き家+
空き地

駐車場以外
の空き地

駐車場数

谷部

枝部

ゾー
ン番
号

面積（㎡） 総数区分

グループ1

グループ2

グループ4

グループ5

グループ6

グループ7

2010・2011

表 10：ゾーン別 空き家空き地変化 (2010･2011-2013)
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6-3-4：空き家とその要因に関する考察

これまでに得た指標と空き家・空き地の

分布を重ねあわせ、それらの発生要因を以

下のように考察した。

・空き家の集中している地域と、空き地の

ある地域が重なっておらず、双方が入り

乱れずに存在していることが窺える。

・「海見え」と「谷戸への眺望」2 つの指標

と空き家率の相関を見た結果、「谷戸への

眺望」がある土地が集まるエリア（ゾー

ン 7,8,21）においては空き家が少ない。

・「庭付き」の物件も同様に空き家率が低い。

・空き家は「山・階段」と判定されている

物件が多いが、全体の物件が「山・階段」

と判定されていても空き家が少ないエリ

アも存在する。

以上の点から、当地区独特のプラスの不

動産価値を表す代表的指標は景観的要素と

して「海見え」と「谷戸への眺望」の 2 つ

があり、前者は 13 ゾーンで、後者は 7 ゾ

ーンや 21 ゾーンで卓越している。宅地そ

のものの価値として「庭付き」も間接的に

その宅地の不動産価値の高さと結びついて

いると考えられ、既出の 13 ゾーンに加え

9,10 ゾーンで半数程度みられる。

地域価値発掘型指標とその該当箇所は以

下のようにまとめられる。

○海見え 13 ゾーン

○谷戸への眺望 7、21 ゾーン

○庭付き 9、10、13 ゾーン

(○バルコニー・屋上がある 18 ゾーン)

6-3-5：地域価値発掘型宅地とアクセス

調査の結果は表 12 の通りとなった。

表 12：ゾーン別アクセス

車横づけ

クルマ

横付け

可能

バイク

自転車・

キャス

ターなど

バイク

自転車・

キャス

ターなど

平成10

年以降

新築

平成10

年以降

新築率

昭和40

年以前

昭和40

年以前

率

1 11 7 64% 7 64% 2 18% 3 27%

2 16 8 50% 16 100% 2 13% 3 19%

3 25 12 48% 23 92% 7 28% 4 16%

4 28 19 68% 23 82% 7 25% 4 14%

5 21 0 0% 11 52% 5 24% 6 29%

6 13 0 0% 13 100% 0 0% 6 46%

7 19 0 0% 16 84% 1 5% 4 21%

グループ3 8 20 0 0% 0 0% 3 15% 3 15%

9 27 0 0% 25 93% 0 0% 5 19%

10 14 0 0% 10 71% 2 14% 1 7%

11 12 0 0% 8 67% 0 0% 5 42%

12 31 0 0% 6 19% 0 0% 23 74%

13 21 0 0% 0 0% 3 14% 10 48%

14 13 0 0% 0 0% 1 8% 2 15%

15 17 0 0% 16 94% 2 12% 6 35%

16 25 0 0% 18 72% 0 0% 11 44%

17 10 0 0% 0 0% 0 0% 4 40%

18 18 0 0% 18 100% 1 6% 3 17%

19 24 0 0% 13 54% 5 21% 2 8%

20 9 0 0% 0 0% 4 44% 2 22%

21 22 0 0% 12 55% 1 5% 5 23%

合計 396 46 235 46 112

確率平均 12% 59% 12% 28%

アクセス 年代

谷部 グループ1

エリア区分
ゾーン番

号
総数

グループ
分け

枝部

グループ2

グループ4

グループ5

グループ6

グループ7

・谷沿いの 1～4 ゾーン以外は車でアクセ

スできないことがわかる。けれどもバイ

件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率 件数 率

1 11 0 0% 1 9% 0 0% 1 9% 0 0% 1 9% 8 73%

2 16 0 0% 2 13% 0 0% 2 13% 2 13% 0 0% 0 0%

3 25 0 0% 0 0% 0 0% 3 12% 4 16% 0 0% 10 40%

4 28 1 4% 5 18% 0 0% 3 11% 5 18% 2 7% 2 7%

5 21 1 5% 8 38% 0 0% 6 29% 4 19% 0 0% 3 14%

6 13 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 15% 0 0% 5 38%

7 19 0 0% 1 5% 0 0% 0 0% 4 21% 14 74% 11 58%

グループ3 8 20 1 5% 10 50% 0 0% 5 25% 2 10% 7 35% 11 55%

9 27 2 7% 27 100% 0 0% 15 56% 2 7% 6 22% 27 100%

10 14 1 7% 14 100% 0 0% 9 64% 0 0% 2 14% 4 29%
11 12 1 8% 12 100% 0 0% 5 42% 0 0% 2 17% 3 25%
12 31 3 10% 31 100% 0 0% 6 19% 3 10% 1 3% 9 29%

13 21 2 10% 21 100% 20 95% 11 52% 0 0% 0 0% 21 100%
14 13 1 8% 13 100% 3 23% 3 23% 1 8% 0 0% 0 0%
15 17 0 0% 17 100% 0 0% 4 24% 0 0% 1 6% 9 53%

16 25 1 4% 10 40% 2 8% 1 4% 2 8% 0 0% 13 52%
17 10 0 0% 10 100% 0 0% 0 0% 2 20% 0 0% 10 100%
18 18 0 0% 15 83% 0 0% 7 39% 7 39% 0 0% 10 56%

19 24 0 0% 0 0% 0 0% 5 21% 1 4% 2 8% 8 33%
20 9 0 0% 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2 22% 9 100%
21 22 3 14% 22 100% 0 0% 4 18% 0 0% 12 55% 17 77%

合計 396 17 228 25 90 41 52 190
割合% 4% 58% 6% 23% 10% 13% 48%

枝部

グループ2

グループ4

グループ5

グループ6

グループ7

菜園・畑あり 山・階段 海見え

谷部 グループ1

区分
グループ
分け

ゾーン
番号

総件数
庭付き

バルコニー・屋
上あり

谷戸への眺望
あり

豊かな自然環
境

表 11：ゾーン別新しい不動産評価指標



ク・自転車でのアクセスを加えると、7、

9、10、21 ゾーンでも 55～93%の宅地

がアクセス可能となる。この数値は、地

域価値発掘型宅地とみなされなかった

宅地でも大きな差は無い。

・13 ゾーンは 8,14,17,20 ゾーンとともに

バイク・自転車のアクセスさえできない

アクセス不可能ゾーンである。13 ゾー

ンは眺望には優れ庭付き宅地も多い反

面アクセス難がある点が、どのように不

動産市場で評価されるのか注目される。

6-3-6：地域価値発掘型敷地と建物更新

建物更新やアクセスも含めて、4 ゾーン

についてまとめると、

○海見え 13 ゾーン(庭付きの率も高い)

13 ゾーンは眺望には優れ庭付き宅地も

多い反面アクセス難がある。それを反映し

てか、「昭和 40 年以前建物」が 48%と高

い。とはいえ、「平成 10 年以降新築」が

14%と平均を上回っている。一部の老朽建

物を建替えて新築行為があるなど、今後も

可能性のあるゾーンである。

○谷戸への眺望 7、21 ゾーン

7,21 ゾーンは谷戸が眺望の確保された

価値ある場所であり、自動車こそ入ってこ

られないもののバイクや自転車でアクセ

スができる。それを反映してか「昭和 40

年以前建物」は平均程度であり「平成 10

年以降新築」もいくらかみられる。

○庭付き 9、10 ゾーン

9,10 ゾーンは庭付き住宅が散見される

場所であり、自動車こそ入ってこられない

もののバイクや自転車でかなりのアクセ

スができる。それを反映してか「昭和 40

年以前建物」は平均程度であり、「平成 10

年以降新築」もいくらかみられる。

第７章 豊かな市街地を再生・創造する手

法の検討

7-1：評価の考え方

7-1-1：評価の考え方

本研究においては「豊かな縮減」を目指

して空き家・空き地化の進行に対して「自

然放置」「行政による解決」「コミュニティ

による解決」「市場による解決」の４つの選

択肢が有効かを検証しようとする。

仮説として、ゾーン 13・16 に対応する

手段方法は表 13 のようになる。

表 13：ゾーン 13・16 での解決仮設

行政によ

る解決

コ ミ ュ ニ

ティ解決

市場解決

ゾ ー

ン 13

△市場解決に

つながる後押

し(空き家バン

クも 1 つ。アク

セス路改善な

ども)

△どのような

ことが関連す

るか、アンケー

ト結果等から

さぐる

◎地域資源発

掘型不動産実

態を踏まえ、よ

り効果のあり

そうな方向を

さぐる

ゾ ー

ン 16

○借地公園と

セットになっ

た税制免除な

どあるかさぐ

る

○土地を借り

受け畑などに

利用して管理

する方向をさ

ぐる

○大きい土地

になれば何ら

かの土地利用

が可能との想

定でその内容

さぐる

7-1-2：構成する地目の特徴

13 ゾーンではほぼすべてを「宅地」が構

成しているのに対して、16 ゾーンでは「宅

地」「山林」「雑種地」が混じった地目構成

となっている。

7-1-3：所有区分と建物履歴

13 ゾーンは借地が一件ある以外はほぼ

すべての土地で土地と建物の所有者が一致

しており、過去建物があり現在空き地とな

っている土地も存在しない。一方 16 ゾー

ンは土地と建物の所有者が一致するもの、

事業者や財務省が土地を所有しているもの

など様々な所有形態があり、過去に建物が

立っていたものの現在はない土地も多い。
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7-1-4：築年数と除却歴

住宅地図を利用して昭和 35 年以降の住

宅の変遷を追ったところ、13 ゾーンでは昭

和 35 年から 45 年の間に市街化が進み、平

成 10 年以降も継続的に建物の更新が行わ

れていたことがわかった。一方、16 ゾーン

は近年住宅の更新が行われておらず、尾根

上にあるエリアから建物の除却が進んでい

る事がわかった。

7-2：横須賀谷戸部の不動産市場～地元不

動産会社ヒアリングを元に

対応策の考察に入る前に、地元不動産会

社 3 社にヒアリングを行った結果を以下の

ように整理する。

①谷戸の不動産市場は、以前はいくらかあ

ったが、昨今は昨今空き地・空き家が増え、

今後かなり増えそうである。

②不動産流通しない物的理由は、車が入ら

ないだけではなく階段が何百段もあること。

③さらに、保有者もネガティブ指向で、税

制等がそれを固定化して、構造的に固着傾

向が強い。

なお、いくらかのケースで流通がみられ、

需要は近くまできているともとらえられる。

空間構成の工夫や制度対応等による市場形

成もありそうである。

7-3：モデル街区の分析と施策イメージ

16 ゾーンに関しては、当初の空き家化へ

の注目以上に空き地化の進行と不動産とし

ての停滞が判明した。そのため、現在でも

定住が見られる場所の孤立化を避けるため

のケアは必要ではあるものの、市場とコミ

ュニティの協力関係が成立する部分を探り

ながら市街地が縮減するのを是とする事も

考えられる。一方で、駅からのアクセスの

良さや、海見え、畑などの潜在魅力を活か

した研修施設などの新しい土地利用の可能

性もある。

13 ゾーンに関して空き地はないものの

空き家化が進行している現状があるため、

持続的な更新が行われるシナリオを考える

ことが望ましい。そのためには、コミュニ

ティガーデンの整備や、現在のバイクや自

転車でのアクセスの困難を解決し、不動産

市場としての魅力向上のためのアクセス路

の整備などが考えられる。

7-4：モデル街区全体での方向

7-4-1：地域管理力の高さとうまく連携

当地区は、第 2 章の 35 谷戸コミュニテ

イアンケートにおいて、地域管理力が高い

と判断された地区である。そこで、そうし

たコミュニティのもつ潜在力を最大限引き

出して、日頃の地域課題解決のなかで、当

地区全体の活性化を図る可能性が高い。

7-4-2：市場性を高める

不動産価値が顕在化するよう、行政も支

援。基本は民間でビジネス成立を目指す。

7-4-3：行政からのバックアップ

行政は図 18 のような道路の整備、街灯

設置支援などのアクセス性を高める支援や、

コミュニティガーデンの税制面などでの支

援、空き家情報などの発信支援を行う。

図 18：アクセス改善提案



7-4-4：その他の「潜在力発揮模索型」の谷戸

に対して

「潜在力発揮模索型」と位置づけられた

他の 9 つの谷戸については、駅に近いとい

うポテンシャルを活かして新たな不動産価

値に注目した不動産再生の可能性がある。

7-5：その他谷戸におけるソリューション

7-5-1：「静かな谷戸ライフ型」の谷戸のソリュ

ーション

車利用が可能な谷戸であるため、鉄道駅

からの距離が多少遠くてもそれだけで居住

地として問題があるとはいえない。むしろ、

この型には、静かな谷戸ライフタイプの、

周囲を豊かな緑で囲まれた谷戸も多いため、

不動産価値に注目してそうした特長を生か

したまちづくりを行うことが、持続的な地

域力強化につながると考えられる。

7-5-2：「個別対応型」の谷戸のソリューション

鉄道駅からさほど離れていない場合や、

車利用できる宅地割合が極端に低くなけれ

ば、他のタイプと比べていくらかは条件が

良くないとはいえ、谷戸の特徴を生かした

地域づくりは可能である。また、鉄道駅か

ら遠く、車付けが悪い場合も「新たな不動

産価値」評価を加えた情報提供がなされる

ことで、一定の効果があると考えられる。

車付けの悪さについては他地区と同様、

行政がハードの整備をすることで地域のポ

テンシャルもいくらか向上することが期待

される。

7-5-3：「持続更新型」の谷戸のソリューション

第 2 章で「持続更新型」と名付けたこの

型は、12の谷戸が該当する。谷戸の中では

最も条件の良い、不動産価値も持続可能性

も高い谷戸と考えられる。

7-6：まとめ

7-6-1：谷戸エリアの価値発見型不動産評価

方法

(1)評価内容

相対的に市街地の無個性化が進むなかで、

今後のライフスタイルとして、多くは無く

ても一定の層には届く可能性のある横須賀

の谷戸の魅力を指標化すると、「海見え」「谷

戸への眺望」「庭付き」「菜園・畑あり」「バ

ルコニー・屋上あり」「豊かな自然環境」な

どの指標に可能性があり、「電柱が視界に入

らない」「レトロな味わい」などには指標と

して課題が残った。

(2)評価主体

一般的な知見を得ることも必要であるが、

基本的には市場の声をきくことが肝要であ

る。

(3)運営主体

横須賀ならではの特徴を活かした不動産

ビジネスが民間でも一定程度広がりうると

考える。

7-6-2：谷戸課題へのアプローチ

(1)コミニュティソリューション

今回のアンケート結果(第 3 章)では、地

域管理力と、谷戸の特徴や空き家率等との

間に明確な関係がみつからなかったものの、

地域管理力の高いコミュニティにおいては、

行政にあまり頼ることなく、谷戸の抱える

課題を解決することが可能と考えられる。

(2)市場ソリューション

新たな不動産評価の方法について、本研

究では稲村ケ崎 R 不動産のビジネスモデル

を分析したうえ(第 4 章)、実際に横須賀市

内の谷戸において独自の指標による評価を

試みた(第 6 章)。また、空き家・空き地割

合が同程度に高い 2 つの街区の比較スタデ

ィにより、持続的な更新につながりそうな

街区もあれば、次第に空き家化から空き地
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化へと向かい近い将来多くの土地が非市街

地になりそうな街区もみられた。前者は市

場として健全に回り始める可能性がある。

後者においても、一定程度のまとまった土

地ができ、その土地の不動産価値が発見・

発掘できれば、いくらかの市場性を持ちう

ると考える。

(3)行政運営

①コミュニティ支援策：特にコミュニティ

の地域管理力が高い谷戸では、その能力を

最大限生かすことが考えられる。

②市場喚起策：横須賀市が実際にはじめた

“空き家バンク”(という形の情報発信)だ

けでなく、例えばアクセスを向上させるこ

とは市場の力を喚起することにつながる。

③税収安定・増収策と行政コスト削減策と

のバランス：市場を喚起してそのエリアを

活性化させ(税収もあげる)のか、非市街地

と見極めて行政サービスを撤退するなどの

選択をするのかの判断が迫られる。行政運

営の観点から、中長期のビジョンをもつこ

とが必要である。

④モニタリング(谷戸の健康度チェック)：

少し工夫すれば低コストでできる施策とし

て、谷戸の更新状況のモニタリングがあげ

られる。「年間更新率」の低さや「平均建物

年齢変化」で著しい老朽化に向かっていな

いか、谷戸地域のデータを整備して常時と

らえておくなどである。

具体的にどこが課題かをチェックし、改

善に向けて、市場解決、コミュニティ解決、

行政解決の 3つをどのように組み合わせ、

どれくらいの期間で、どの範囲で対処する

のが適当かを考えることが重要であり、定

期的(例えば 3年ごと)にプロットしていけ

ば、「変化」がとらえられる。それが持続性

を増す方向なのか、停滞に向かっているの

かが一目で理解できるだろう。

7-6-3：残された課題

①新しい不動産指標・新しい土地利用開

発：都市計画の立場からみると、個々の空

き家等の潜在価値が注目されて買い手・借

り手がつくだけでなく、アクセスの改善な

どによる価値向上や、各々の土地に見合っ

た土地利用の可能性の開拓が重要である。

②地域管理力を最大限発揮できるシステム

構築：既に運用されている関連の条例等に

おいて、各ステークホルダーが、それぞれ

の施策にどのようにかかわっているかを分

析したうえで地域管理力がどのように効果

を発揮できるかをシステマティックに分析

することで、より力の発揮できる制度に高

めていくことができると考える。その際、

先進自治体での取り組みも参考にしながら、

ステークホルダーの連携方法を模索してい

くことが大切である。

③新たな都市計画手法：市街化地調整区域

に隣接する谷戸や、斜面緑地に囲まれた谷

戸など、多様な谷戸が存在する。また、狭

い定義での「谷戸」ばかりでなく、「谷戸地

域」「斜面住宅地」など、多様な市街地形態

が存在する。

今後、今回のスタディ結果も踏まえて、

よりマクロな観点からも、都市運営的視点

も入れた都市計画スタディを行うことが必

要である。例えば都市計画マスタープラン

見直しに合わせて、もう一度地域価値を再

定義・再発見し、長期的ビジョンのもと、

これまでの発想にとらわれない都市計画手

法を提起・開発・実践していくことが必要

である。

終わりに、調査協力をいただきました、

横須賀市谷戸地域の町内会・自治会の皆様、

及び横須賀市都市計画課にお礼を申し上げ

ます。


